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「

」
を

「

」
に

改
め
る
。

別
記
第
八
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
難
病
患
者
等
に
係
る
医
療
費
等
の

助
成
に
関
す
る
規
則
別
記
第
二
号
様
式
の
三
及
び
第
八
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も

の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

く
う

東
京
都
立
心
身
障
害
者
口
腔
保
健
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
四
十
四
号

く
う

東
京
都
立
心
身
障
害
者
口
腔
保
健
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

く
う

東
京
都
立
心
身
障
害
者
口
腔
保
健
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
東
京
都
規
則
第
百
十

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中
「徴

収
事
務
受
託
者

」
を
「指
定
公
金
事
務
取
扱
者

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

く
う

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
立
心
身
障
害
者
口
腔
保
健
セ
ン
タ

ー
条
例
施
行
規
則
別
記
第
四
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加

え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
四
十
五
号

東
京
都
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
年
東
京
都
規
則
第
百
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中
「徴
収
事
務
受
託
者

」
を
「指

定
公
金
事
務
取
扱
者

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院
条
例

施
行
規
則
別
記
第
六
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な

お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
立
看
護
専
門
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
四
十
六
号

東
京
都
立
看
護
専
門
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
立
看
護
専
門
学
校
学
則
（
昭
和
四
十
六
年
東
京
都
規
則
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中
「平

成
６
年
文
部
省
告
示
第
８４号

に
よ
り

」
を
「学

校
教
育
法
第
１３１条

の
２

及
び
学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
１８６条

に
基
づ
き

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
立
看
護
専
門
学
校
学
則
別
記
第
四
号
様
式
は
、
令
和
八
年
度

以
降
に
入
学
す
る
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
現
在
に
お
い
て
在
籍
し
、
同
年

四
月
一
日
以
降
引
き
続
き
在
籍
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

東
京
都
特
定
水
産
資
源
の
漁
獲
量
等
の
報
告
及
び
採
捕
の
停
止
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
四
十
七
号

東
京
都
特
定
水
産
資
源
の
漁
獲
量
等
の
報
告
及
び
採
捕
の
停
止
に
関
す
る
規
則
の
一
部
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を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
特
定
水
産
資
源
の
漁
獲
量
等
の
報
告
及
び
採
捕
の
停
止
に
関
す
る
規
則
（
令
和
三
年
東
京
都

規
則
第
百
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
項
」
を
、
「
第
三
十
条
第
一
項
及
び
」
の

下
に
「
第
二
項
並
び
に
」
を
加
え
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
二
十
六
条
第
一
項
又
は
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び

第
二
項
並
び
に
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
項
」
を
、
「
第
三
十
条
第
一
項
」
の
下
に

「
及
び
第
二
項
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
中
央
卸
売
市
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
四
十
八
号

東
京
都
中
央
卸
売
市
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
中
央
卸
売
市
場
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
東
京
都
規
則
第
二
百
七
十
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
八
条
第
一
項
の
表
中
「
二
十
五
日
」
を
「
末
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
中
央
卸
売
市
場
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
四
十
九
号

東
京
都
中
央
卸
売
市
場
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
中
央
卸
売
市
場
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
規
則
第
百
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
口
座
振
替
に
よ
る
収
納
）

第
二
十
七
条
の
三

収
入
徴
収
者
は
、
納
入
者
か
ら
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
り
納
付
す
る
旨
の
申
出
が

あ
る
と
き
は
、
出
納
取
扱
金
融
機
関
及
び
収
納
取
扱
金
融
機
関
の
う
ち
、
納
入
者
が
指
定
す
る
金
融

機
関
に
納
入
通
知
書
を
送
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

収
入
徴
収
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
金
融
機
関
の
承
諾
を
得
て
、

納
入
者
に
口
座
振
替
届
出
書
を
提
出
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
市
場
長
が
指
定
す
る
場

合
は
、
納
入
者
の
依
頼
に
よ
り
、
当
該
金
融
機
関
が
収
入
徴
収
者
に
口
座
振
替
届
出
書
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

３

収
入
徴
収
者
は
、
納
入
者
か
ら
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
る
納
付
を
取
り
や
め
る
旨
の
申
出
が
あ
つ

た
と
き
は
、
口
座
振
替
取
消
届
を
提
出
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
条
後
段
を
削
り
、
同
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
市
場
長
が
必
要
が
な
い
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
四
十
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

請
求
書
が
二
通
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
支
払
伝
票
に
そ
の
通
数
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
四
十
四
条
第
六
項
中
「
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
前
項
の
経
費
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
七
項

と
し
、
同
条
第
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
経
費
の
ほ
か
、
物
件
の
購
入
等
に
要
す
る
経
費
（
一
件
の
支
払
金
額
が
五

万
円
以
下
の
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
企
業
出
納
員
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
支
払
う
場
合
に
あ

つ
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
）
は
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
月
ご
と
に
十
万

円
を
限
度
と
し
て
、
必
要
な
資
金
を
前
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
七
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
第
四
十
四
条
第
三
項
」
の
下
に
「
又
は
第

六
項
」
を
加
え
る
。

第
四
十
八
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

第
四
十
四
条
第
三
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
前
渡
金
は
、
前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
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前
月
分
又
は
前
回
分
の
精
算
終
了
前
に
、
翌
月
分
又
は
次
回
分
の
前
渡
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
月
分
又
は
前
回
分
の
精
算
残
金
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
二
項
た
だ
し
書
の

規
定
を
適
用
し
な
い
。

３

第
四
十
四
条
第
三
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
前
渡
金
に
つ
い
て
、
そ
の
月
内
に
不
足
を
生
ず

る
見
込
み
の
あ
る
と
き
は
、
そ
の
都
度
精
算
の
上
、
新
た
に
前
渡
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
九
条
第
二
号
中
「
押
印
」
を
削
る
。

第
八
十
一
条
中
「
受
領
印
を
」
を
「
受
領
の
確
認
を
求
め
、
」
に
、
「
押
さ
せ
」
を
「
そ
の
旨
を
記

載
さ
せ
」
に
改
め
る
。

第
九
十
五
条
第
一
項
中
「
で
き
な
い
」
を
「
で
き
る
」
に
改
め
る
。

第
百
十
五
条
中
「
し
て
、
押
印
」
及
び
「
の
上
、
押
印
」
を
削
る
。

別
記
第
三
十
三
号
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。
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別
記
第
三
十
五
号
様
式
の
二
、
第
四
十
八
号
の
二
様
式
及
び
第
四
十
八
号
の
三
様
式
中
「印

」
を
削

る
。別

記
第
五
十
一
号
様
式
乙
中
「印

」
及
び
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
五
十
二
号
様
式
甲
か
ら
第
五
十
三
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
五
十
五
号
様
式
甲
中
「印

」
を
削
り
、
「第

３４号
様
式
乙

」
を
「第

５４号
様
式
乙

」
に
改
め

る
。別

記
第
五
十
五
号
様
式
乙
中
「印

」
を
「確

認

」
に
、
「押

さ
せ
て

」
を
「行

っ
て

」
に
改
め
る
。

別
記
第
五
十
六
号
様
式
乙
及
び
第
五
十
六
号
様
式
丙
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
五
十
七
号
様
式
乙
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
五
十
八
号
様
式
、
第
六
十
一
号
様
式
甲
及
び
第
六
十
一
号
様
式
乙
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
六
十
二
号
様
式
及
び
第
六
十
三
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
七
十
四
号
様
式
の
二
及
び
第
七
十
五
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
中
央
卸
売
市
場
財
務
規
則
の
様
式

（
こ
の
規
則
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所

要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

公
共
事
業
の
施
行
に
伴
う
移
転
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
五
十
号

公
共
事
業
の
施
行
に
伴
う
移
転
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

公
共
事
業
の
施
行
に
伴
う
移
転
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
東
京
都
規
則
第
六
十
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
一
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
二
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
○
・
一
四
九
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
○
・
六
二
八
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
る
。

附

則
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１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
公
共
事
業
の
施
行
に
伴
う
移
転
資
金

貸
付
条
例
施
行
規
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
貸
付
け
の
利
率
を
決
定
し
た
移
転
資
金
に
係
る
利
率
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

東
京
都
河
川
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
五
十
一
号

東
京
都
河
川
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
河
川
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
年
東
京
都
規
則
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
一
条
中
「
基
き
」
を
「
基
づ
き
」
に
改
め
、
「
許
可
」
の
下
に
「
、
登
録
」
を
加
え
、
「
ま
た

は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
申
出
書
ま
た
は
届
出
書
」
を
「
届
出
書
、
申
出
書
又
は
申
請
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二

号
中
「
第
十
八
条
の
七
」
を
「
第
十
八
条
の
八
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

省
令
第
二
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
申
請
書

第
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

別
表
第
二
上
欄
に
掲
げ
る
申
請
書
又
は
届
出
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
部
及
び
同
表
下
欄
に
掲

げ
る
部
数
の
副
本
と
す
る
。

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
条

削
除

第
五
条
中
「
の
事
務
所
」
を
「
に
規
定
す
る
事
務
所
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
河
川
法
」
を
「
法
」
に
、
「
及
び
第
五
十
五
条
並
び
に
」
を
「
ま
で
、
第
五
十
五
条
及

び
」
に
、
「
期
間
中
」
を
「
期
間
中
は
、
」
に
改
め
、
同
条
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と

し
、
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
三
号
と
し
、
第
六
号
を
第
四
号
と
す
る
。

別
表
第
二
中
「
第
三
条
」
を
「
第
二
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

申

請

書

等

副
本
の
提
出
部
数

省
令
第
十
一
条
の
水
利
使
用
に
関
す
る
許
可
申
請
書

省
令
第
十
一
条
の
二
の
水
利
使
用
に
関
す
る
登
録
（
及
び
許

可
）
申
請
書

省
令
第
十
二
条
の
土
地
の
占
用
に
関
す
る
許
可
申
請
書

省
令
第
十
三
条
の
河
川
の
産
出
物
の
採
取
に
関
す
る
許
可
申
請

書省
令
第
十
五
条
の
工
作
物
の
新
築
、
改
築
、
除
却
に
関
す
る
許

可
申
請
書

省
令
第
十
六
条
の
土
地
の
形
状
の
変
更
、
竹
木
の
栽
植
、
竹
木

の
伐
採
に
関
す
る
許
可
申
請
書

省
令
第
十
八
条
の
三
の
竹
木
の
流
送
に
関
す
る
許
可
申
請
書

省
令
第
十
八
条
の
十
一
の
物
件
の
洗
浄
に
関
す
る
許
可
申
請
書

省
令
第
十
八
条
の
十
一
の
物
件
の
堆
積
又
は
設
置
に
関
す
る
許

可
申
請
書

省
令
第
二
十
二
条
の
権
利
譲
渡
承
認
申
請
書

申
請
に
対
す
る
許

可
が
国
土
交
通
大
臣

の
認
可
に
係
る
場
合

五
部

申
請
に
対
す
る
許

可
が
知
事
限
り
で
な

し
得
る
場
合

一
部

省
令
第
十
九
条
の
完
成
検
査
の
申
請
書

省
令
第
二
十
条
の
工
作
物
一
部
使
用
承
認
申
請
書

申
請
に
係
る
工
作

物
に
対
す
る
法
第
二

十
六
条
の
許
可
が
国

土
交
通
大
臣
の
認
可

を
得
て
な
さ
れ
て
い

る
場
合

五
部

申
請
に
係
る
工
作

物
に
対
す
る
法
第
二

十
六
条
の
許
可
が
知

事
限
り
で
な
さ
れ
て

い
る
場
合

一
部

省
令
第
二
十
一
条
の
地
位
承
継
届

省
令
第
三
十
条
の
河
川
保
全
区
域
に
お
け
る
行
為
の
許
可
申
請

書省
令
第
三
十
三
条
の
河
川
予
定
地
に
お
け
る
行
為
の
許
可
申
請

書省
令
第
三
十
三
条
の
四
の
河
川
保
全
立
体
区
域
に
お
け
る
行
為

の
許
可
申
請
書

省
令
第
三
十
三
条
の
七
の
河
川
予
定
立
体
区
域
に
お
け
る
行
為

の
許
可
申
請
書

一
部

附

則
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１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
河
川
法
施
行
細
則
第
六
条
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の

日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
の
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
二

十
四
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
、
第
五
十
五
条
及
び
第
五
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
つ
い
て
適

用
し
、
施
行
日
前
に
な
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

東
京
都
臨
海
地
域
開
発
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
五
十
二
号

東
京
都
臨
海
地
域
開
発
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
臨
海
地
域
開
発
事
業
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
規
則
第
百
二
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
五
条
第
一
項
第
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
二

自
動
振
替
払
に
よ
る
公
共
料
金
等

第
四
十
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
第
十
二
号
の
経
費
に
係
る
費
用
は
、
月
ご
と
の
所
要
額

を
予
定
し
て
、
前
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
四
十
五
条
第
一
項
第
十
二
号
の
規
定
に
基
づ
く
前
渡
金
（
以
下

「
公
共
料
金
等
前
渡
金
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
自
動
振
替
に
よ
り
支
払
う
も
の
と
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
公
共
料
金
等
前
渡
金
支
払
調
書
を
作
成
し
、
又
は
支
払
を
証
明
す
る
書
類
を
債

権
者
そ
の
他
の
者
か
ら
徴
し
、
こ
れ
を
も
つ
て
領
収
書
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
同
条
第
四
項
に
該
当
す
る
前
渡
金
」
の
下
に
「
及
び
公
共
料
金
等

前
渡
金
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
前
渡
金
」
の
下
に
「
及
び
公
共
料
金
等
前
渡
金
」
を

加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

公
共
料
金
等
前
渡
金
で
、
そ
の
前
渡
を
受
け
た
月
内
に
不
足
を
生
じ
る
見
込
み
の
あ
る
と
き
は
、

新
た
に
前
渡
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
若
し
く
は
第
九
号
」
を
「
、
第
九
号
若
し
く
は
第
十
二
号
」
に

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
特
別
企
業
出
納
員
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
五
十
三
号

東
京
都
特
別
企
業
出
納
員
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
特
別
企
業
出
納
員
事
務
取
扱
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
規
則
第
八
十
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中

「

」
を

「

」
に

改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
特
別
企
業
出
納
員
事
務
取
扱
規
則

別
記
第
三
号
様
式
及
び
第
四
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加

え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
会
計
事
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。
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令
和
八
年
三
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
五
十
四
号

東
京
都
会
計
事
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
会
計
事
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
規
則
第
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
四

警
視
庁
旅
費
請
求
シ
ス
テ
ム

警
視
庁
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
事
務
を
電
子
情
報
処
理
組
織

に
よ
つ
て
処
理
す
る
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。

第
七
条
第
一
項
中
「
警
視
庁
、
」
を
「
警
視
庁
に
所
属
す
る
所
並
び
に
」
に
、
「
こ
れ
ら
」
を
「
こ

れ
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
、
経
営
企
画
室
長
」
を
「
経
営
企
画
室
長
を
、
警
視
庁
に

あ
つ
て
は
警
視
庁
旅
費
事
務
セ
ン
タ
ー
所
長
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
特
別
出
納
員
」
の
下
に
「
（
警
視
庁
の
特
別
出
納
員
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、

同
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

警
視
庁
の
特
別
出
納
員

警
視
庁
旅
費
事
務
セ
ン
タ
ー
で
取
り
扱
う
事
務
に
つ
い
て
の
支
出
命

令
及
び
振
替
収
支
命
令
の
審
査
を
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
及
び
契
約
請
求
シ
ス
テ
ム
」
を
「
、
契
約
請
求
シ
ス
テ
ム
及
び
警
視
庁
旅
費

請
求
シ
ス
テ
ム
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

程
（
下
水
）

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
三
号

公
共
事
業
の
施
行
に
伴
う
移
転
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

東
京
都
下
水
道
局
長

藤

橋

知

一

公
共
事
業
の
施
行
に
伴
う
移
転
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

公
共
事
業
の
施
行
に
伴
う
移
転
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理

規
程
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
「
一
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
二
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
の
施
行
の
日
前
に
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
公
共
事
業
の
施
行
に
伴
う
移
転
資
金

貸
付
条
例
施
行
規
程
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
貸
付
け
の
利
率
を
決
定
し
た
移
転
資
金
に
係
る
利
率
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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